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鹿児島県地域公共交通ＤＸ・ＧＸ推進事業費補助金交付要綱 
 
（趣旨） 

第１条 知事は、県民の移動手段の維持・確保を図るため、予算の定めると

ころにより一般乗合旅客自動車運送事業者、一般旅客定期航路事業者に対

し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付について

は、鹿児島県補助金等交付規則（昭和 63 年鹿児島県規則第１号。以下「規

則」という。）に定めるほか、この要綱に定めるところによる。 
 
（補助対象事業者、補助対象経費及び補助率） 

第２条  補助金の交付の対象事業者、対象経費及びこれに対する補助率は、

別表１のとおりとする。 
 
 （補助金の交付申請） 
第３条 規則第３条の補助金等交付申請書は、補助金交付申請書（別記第１

号様式）によるものとする。 
２  規則第３条の規定により補助金等交付申請書に事業計画書（別記第２号

様式）、収支予算書（別記第３号様式）、別表２に掲げる書類を添付する。 
３  第１項の補助金交付申請書の提出期限は、知事が別に定める日とし、そ

の提出部数は１部とする。 
 
（補助金の交付の条件） 

第４条 規則第５条第１項の規定による条件は、次に定めるとおりとする。 
２  補助事業者は、引き続き安定的な公共交通の維持・確保に努めなければ

ならない。 
３ 補助事業者等は、自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者

であってはならない。 
(1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年 

法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 
(2) 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）  
(3) 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 
(4) 自己、自社又は第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害 

を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者 
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するな 

ど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している
者 

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

４ 補助事業者等は、前項の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与し
ている法人その他の団体又は個人であってはならない。 



 - 2 -

 
（決定の通知） 

第５条 規則第６条の規定による補助金の交付の決定の通知は、補助金交付

決定通知書（別記第４号様式）により通知するものとする。 

 
（補助事業の内容等の変更） 

第６条  規則第７条第１項の補助事業の内容等の変更事由は、補助金の交付

決定額の増減を伴う変更とする。ただし、補助金の交付決定額の、30 パー

セント以内の減額の場合を除く。 

２ 規則第７条第１項の補助金等変更申請書は別記第５号様式によるものと

し、同項の規定により当該申請書に事業変更計画書（別記第２号様式）、

変更収支予算書（別記第３号様式）、積算根拠資料及びその他知事が必要

と認める書類を添付する。 

３ 前項の補助金等変更申請書の提出期限は、変更の理由が生じた日から 10

日以内とする。 

４  規則第７条第３項において準用する規則第６条の規定による通知は、変

更承認のみを行う場合は補助金変更承認通知書（別記第６号様式）により、

変更承認に併せて変更交付決定を行う場合は補助金変更交付決定通知書

（別記第７号様式）により行うものとする。 
 
（申請の取下げ） 

第７条  規則第８条第１項の規定により申請の取下げをすることのできる期

間は、交付の決定の通知を受けた日から起算して 10 日を経過した日までと

する。 
 
（中止等の報告） 

第８条  規則第 11 条第２項の規定による報告は、次に定めるところにより行

い、知事の承認又は指示を受けなければならない。 

⑴ 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、補

助金中止（廃止）承認申請書（別記第８号様式）を知事に提出するもの

とし、その提出期限は中止又は廃止の理由が生じた日から 10 日を経過

した日までとする。 

⑵ 補助事業者は、補助事業を予定の期間内に完了することができないと

見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに補

助事業遅延等報告書（別記第９号様式）を知事に提出するものとし、そ

の提出期限は遅延等の理由が生じた日から 10 日を経過した日までとす

る。 
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（実績報告） 

第９条  規則第 13 条の補助事業等実績報告書は、別記第 10 号様式によるも

のとする。 

２  規則第 13 条の規定により補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、事

業実績書（別記第２号様式）、 収支精算書（別記第３号様式）、別表３に

掲げる書類とする。 

３  第１項の補助事業等実績報告書の提出期限は、補助事業が終了した日か

ら 30 日以内又は当該年度の２月 26 日のいずれか早い日とし、その提出部

数は１部とする。 
 
  （補助金の額の確定） 
第 10 条 規則第 14 条の規定による補助金等の額の確定の通知は、補助金交

付確定通知書（別記第 11 号様式）により行うものとする。 

 

（補助金の交付） 
第 11 条  この補助金は精算払により交付するものとする。 
２  規則第 16 条第１項の補助金等交付請求書は補助金交付請求書（別記 12

号様式）のとおりとする。 
 
（補助事業の経理等） 

第 12 条  補助事業者は、補助事業の経費については、帳簿及びすべての証拠

書類を備え、他の経理と明確に区分して整理し、常にその収支の状況を明

らかにしておかなければならない。 
２ 前項の帳簿及びすべての証拠書類は地域公共交通ＤＸ・ＧＸ推進事業費

補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後５年間保存しなければ

ならない。 
 
（財産処分の制限） 

第 13 条  補助事業者は、補助事業により取得した財産であって取得価格又は

効用の増加価格が 50 万円以上のものを処分しようとするときは、財産処分

承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、

当該財産が減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第

15 号）に定める期間を経過した場合又は規則第 18 条第１項又は第２項の規

定に基づき補助金の全部に相当する金額を返還した場合はこの限りでな

い。 
２  知事は、補助事業者が前項に規定する承認を受けて当該財産を処分した
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ことにより収入があったときは、その収入の全部もしくは一部を納付させ

ることがある。 
 
（暴力団排除に関する誓約） 

第 14 条 補助金の交付を受けようとする者は、別紙記載の暴力団排除に関す

る誓約事項について補助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申

請書の提出をもってこれに同意したものとする。 
 
（雑則） 

第 15 条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
 

附 則 
この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度の補助金に適用す

る。 
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別紙 
 
 

暴力団排除に関する誓約事項 
 
 私は、下記の事項について誓約します。 
 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益
を被ることになっても、異議は一切申し立てません。 
 なお、県が必要な場合には、鹿児島県警察本部に照会することについて承
諾します。 
 また、照会で確認された情報は、今後、私が県と行う他の契約等における
身分確認に利用することに同意します。 
 

記 
 
１ 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。

(1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年 
 法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 
(2) 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 
(3) 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 
(4) 自己、自社又は第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害
を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者 

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するな
ど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与してい
る者 

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

 
２ １の(1)から(7)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人そ
の他の団体又は個人ではありません。 
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 別表１（第２条関係）                                      

補助対象事業者 補助対象経費 補助率等 

 
(1)一般乗合旅客自

動車運送事業
者 

 
※鹿児島県地域間
幹線系統確保維持
計画に記載の系統
を運行する者で、か
つ鹿児島県内に本
店、支店又は営業所
を有する者に限る。 
 公営事業者は除
く。 
 
 

 
 一般乗合旅客自動車運送事業者が
実施するデジタル化の取組に要する
経費のうち、次に掲げる経費（ただ
し、消費税分を除く） 
 なお、令和８年４月１日実施分か
ら補助対象とする。 
 (1) キャッシュレス決済の導入に

係る初期費用（機器購入費、シ
ステム開発費、設置費等） 

 (2) その他、省力化・効率化、利
便性向上に資するシステムの導
入に係る初期費用（機器購入費、
システム開発費、設置費等） 

 
(1)１/６以内 
 ただし、バス車
両１両当たり 20
万円を上限とす
る。 
 また、域外から
の観光客等の利
便性向上を図る
観点から、クレジ
ットカードタッ
チ決済等を導入
する又は導入し
ている場合は、補
助率を１／３以
内、バス車両１両
当たり 40 万円を
上限とする。 
(2)１／４以内 
 

 
(2)一般旅客定期航

路事業者 
 
※鹿児島県内に本
店、支店又は営業所
を有する者に限る。 
 公営事業者、鹿児
島県離島航路補助
金交付要綱第２条
４号から第６号に
規定する航路の運
航事業者は除く。 

 
 一般旅客定期航路事業者が実施す
るデジタル化・グリーン化の取組に
要する経費のうち、次に掲げる経費
（ただし、消費税分を除く） 
 なお、令和８年４月１日実施分か
ら補助対象とする。 
 (1) 省力化・効率化、利便性向上

に資するシステム等の導入に係
る初期費用（機器購入費、シス
テム開発費、設置費等） 

(2) 地域公共交通活性化・継続計 
画に基づく新たな取組の実証運 
航に要する費用等 

 
(1)１/４以内 
(2)１/４以内 

ただし、地域公
共交通活性化・継
続計画に基づく
新たな取組の実
証運航に要する
費用は１回の実
証運航に当たり
500 万円を上限と
する。 
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別表２（第３条関係）                                      

補助対象事業者 添付書類 

 
(1)一般乗合旅客

自動車運送事
業者 

 
※鹿児島県地域間
幹線系統確保維持
計画に記載の系統
を運行する者で、
かつ鹿児島県内に
本店、支店又は営
業所を有する者に
限る。 
 公営事業者は除
く。 
 

 
 (1) 一般乗合旅客自動車運送事業の許可書、認可

書又は商業・法人登記簿謄本（法人の場合。申
請者のもの。写し可） 

 (2) 県税に未納がないことを証する書類（納税証
明書。写し可） 

 (3) 活用する他の補助金の申請書の写し（活用見
込みも含む。） 

 (4) 取組に係る見積書など、補助対象経費の内容
が分かる書類の写し 

 (5) 賃上げ計画書 
 
 
 
 
 
 

 
(2) 一般旅客定期

航路事業者 
 
※鹿児島県内に本
店、支店又は営業
所を有する者に限
る。 
 公営事業者、鹿
児島県離島航路補
助金交付要綱第２
条４号から第６号
に規定する航路の
運 航 事 業 者 は 除
く。 

   
 (1) 商業・法人登記簿謄本（法人の場合。申請者

のもの。写し可） 
 (2) 県税に未納がないことを証する書類（納税証

明書。写し可） 
 (3) 活用する他の補助金の申請書の写し（活用見

込みも含む。） 
 (4) 取組に係る見積書など、補助対象経費の内容

が分かる書類の写し（地域公共交通活性化・継
続計画に基づく新たな取組の実証運航に要する
費用等については、実証運航に要する費用が分
かる書類） 

 (5) 賃上げ計画書 
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別表３（第９条関係）                                      

補助対象事業者 添付書類 

 
(1)一般乗合旅客

自動車運送事
業者 

 
※鹿児島県地域間
幹線系統確保維持
計画に記載の系統
を運行する者で、
かつ鹿児島県内に
本店、支店又は営
業所を有する者に
限る。 
 公営事業者は除
く。 
 

 
 (1) 事業の実施を証する書類（契約書、領収書、

納品書等）の写し 
 (2) 成果品の写真 
 
 
 
 
 
 

 
(2) 一般旅客定期

航路事業者 
 
※鹿児島県内に本
店、支店又は営業
所を有する者に限
る。 
 公営事業者、鹿
児島県離島航路補
助金交付要綱第２
条４号から第６号
に規定する航路の
運 航 事 業 者 は 除
く。 

   
 (1) 事業の実施を証する書類（契約書、領収書、

納品書等）の写し（地域公共交通活性化・継続
計画に基づく新たな取組の実証運航に要する費
用等については、実証運航に要する費用が分か
る書類） 

 (2) 成果品の写真 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 


